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事務室だより 
令和元（201９）年 6月２0日 

 大阪市立 鶴見南小学校 

☎6912-7946・事務室担当 臼杵
う す き

 

 入梅の候、保護者の皆さまにはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。 

 1 年生の教室から聞こえてくる元気いっぱいの音読、その愛らしい声に思わず微笑みがこぼれます。 

 

１、学校徴収金（児童費/積立金）会計の納入について            

６月分の学校徴収金等の口座振替の予定は下記のとおりです。  

【振  替  日】     ６月 2６日（水） 

【振 替 金 額】

学年/会計 児童費 積立金 銀行手数料 合計

1年 2,000 0 30 2,030

2年 1,900 0 30 1,930

3年 3,000 0 30 3,030

4年 2,500 0 30 2,530

5年 2,000 7,000 30 9,030

6年 7,500 0 30 7,530   

 ※４年焼却工場見学、４年浄水場見学、６年文楽鑑賞行事に欠席された方は不参加分を減額して 

引落としします。該当者には文書を配付しますのでお子さんが持ち帰るお手紙をご覧ください。 

 

※振替成立時に、銀行側が徴する手数料（3０円）がかかります。 

 

裏面もご覧ください 

２、就学援助費（一般２）の申請について 

申請期日は  6 月 28 日（金）※です。 

   ※６月 27 日、28 日はＧ２０サミットのため学校は休業です。 

申請書の持参は２６日までに、また郵送は２８日消印までが有効です。 

 

認定日が 4月 1日にさかのぼる認定は今回の期日までの受付となります。 

この期日以降の申請では、1年生の入学準備金（4/1認定者のみ支給分）や、図書教材費等

（認定日より購入した分を支給）、給食費（認定日より喫食した分を支給）は年間分が支給され

ず、支給額が大幅に下がることになります。 

    認定要件に該当する、また去年認定されており今年も申請されるご予定の方はこの期日までに

必ずご申請ください。（申請書をお持ちでない方は事務室までご連絡ください。） 

あと１週間です！ 

「申請忘れ」に 

ご注意ください。 
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３、  学校給食費の振替について 

７月分の振替は ７月10 日（水） 

学校給食費登録口座の預金残高をご確認ください。 

（学校徴収金とは異なる口座で申請されている方もありますのでご注意ください。） 

    ※振替できなかった時は学校を通じて納付書が配付されますので金融機関でお支払ください。 

    

 

※ここからは、該当の方へのお知らせとなります。 

４、 就学援助費支給について（早期２申請分） 

     

早期２で申請された方には 6月初旬にご自宅に大阪市より認定通知が 

届いています。認定にともなう１回目の支給は下記のとおり行われます。 

また、認定にともない、今後は児童費、学校給食費の納入は必要ありませんが、積立金※や 

ＰＴＡ会費については支給対象外のため引き続き徴収させていただきます。 

 

※林間学習や修学旅行は行事実施後に参加実費の支給となるため、積立てしている期間について

は認定後も徴収いたします。行事実施時に認定されている場合に、すでに積立金をお納めいた

だいている時はお申し出の口座に支給されます。 

 

【支給日・支給費目】 

区 分 支 給 日 費 目（対象月） その他の費目 

早期２ 7月２日（火） 児童費・学校給食費 

（４、5月分） 

1年生：入学準備補助金 

（定額：50,600円） 

【学年別支給額】 

学年 児童費 学校給食費 入学準備補助金 合　計

1年 6,000 7,264 50,600 63,864

2年 6,000 7,264 13,264

3年 6,300 7,360 13,660

4年 6,000 7,360 13,360

5年 5,100 7,456 12,556

6年 9,000 7,689 16,689  

※学校給食費は喫食した実費の全額が支給されます。 

※学校徴収金や学校給食費に「未納」がある場合は差し引いて支給され、 

差し引かれた分は、直接、児童費や学校給食費会計に充当されます。 

 


